
目

次

告

示

○
青
森
県
褒
賞
規
則
に
よ
り
褒
賞
さ
れ
た
者
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
一

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
一

○
公
有
水
面
埋
立
て
工
事
の
し
ゅ
ん
功
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
漁
港
漁
場

整

備

課
）
…
二

○
公
共
測
量
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
二

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
三

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
三

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
一
部

訂
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

告

示

青
森
県
告
示
第
三
十
七
号

青
森
県
褒
賞
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
褒
賞
を
行
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

令
和
三
年
一
月
二
十
日
に
行
っ
た
褒
賞

青あ
お

森も
り

山や
ま

田だ

高こ
う

等と
う

学が
っ

校こ
う

サ
ッ
カ
ー
部ぶ

令
和
二
年
度
第
九
十
九
回
全
国
高
等
学
校
サ
ッ
カ
ー
選
手
権
大
会
に
お
い
て
、
準
優
勝
の
偉
業
を

成
し
遂
げ
郷
土
に
名
誉
と
誇
り
を
も
た
ら
し
県
民
に
勇
気
と
感
動
を
与
え
た
事
績
ま
こ
と
に
顕
著
で

あ
り
ま
す
。

青
森
県
告
示
第
三
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
野
田
才
の
神
三
一
の
九
、
三
一
の
一
八
、
三
四
の
一
、
三
四
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
外
ヶ
浜

青
森
県
報
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第
二
百
六
十
二
号

令
和
三
年一

月
二
十
五
日

（
月
曜
日
）



町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
三
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五

年
十
二
月
二
十
六
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
令
和
三
年
一
月
十
八
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
東
通
村
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
浜
通
一
四
一
番
及
び
一
三
九
番
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示
（
平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号
）
で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結

ん
だ
線
、
⑥
の
地
点
と
⑦
の
地
点
と
を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・

七
九
七
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
東
防
波
堤
と
の
境
界
線
及
び
①
の
地
点
と
⑦
の
地

点
と
を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
七
九
七
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る

公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
四
〇
八
・
一
〇
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
一
六
・
一
六
八

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
三
八
七
・
二
〇
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
二
八
七
・
五
七
八

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
三
一
二
・
六
五
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
二
七
八
・
五
一
九

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
三
二
七
・
五
〇
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
五
六
・
三
五
五

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
五
八
・
二
三
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
三
六
・
二
九
四

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
六
四
・
〇
八
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
〇
八
八
・
五
七
七

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
三
三
一
・
九
一
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス
四
七
一
〇
六
・
九
三
一

３

面
積

二
一
、
二
九
七
・
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
四
十
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

八
戸
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
作
業
）

三

測
量
の
期
間

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

八
戸
市
旭
ケ
丘
五
丁
目
地
内
及
び
八
戸
市
沼
館
一
丁
目
地
内
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三
級
基
準
点

各
一
点

青
森
県
告
示
第
四
十
一
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
の
表
中

「

及
び

」

「

を
削
る
。

」

青
森
県
告
示
第
四
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
大
間
越
字
上
小
屋
野
九
二

川
村

幹
文

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
大
間
越
字
筧
六
六
の
三

中
村

正
太
郎

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
大
間
越
字
筧
六
六
の
三

中
村

利
男

大
間
越

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
桜
創
建

二

代
表
者
の
氏
名

櫻
庭
藍

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
北
美
町
二
丁
目
五
八
の
二
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
二
〇
〇
六
九
八
号

五

取
消
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク

工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、

熱
絶
縁
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
十
一
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号
（
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
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筒

井

支

店

青
森
市
筒
井
三
丁
目

白
銀
支
店
岬
白
銀

出
張
所

八
戸
市
白
銀
台
四
丁
目



る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
30
年
分
⑵
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
（
政
党
の
支
部
を

除
く
。
）
の
ア
統
括
表
津
島
淳
後
援
会
の
項
中

「

「
を

に
訂
正
す
る
。

」

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
30
年
分
⑵
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
（
政
党
の
支
部
を

除
く
。
）
の
イ
事
業
収
入
の
内
訳
の
表
中

「

を
」

「

に
訂
正
す
る
。

」

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号
（
政
治
資
金
規
正
法
に

よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
⑴
政
党
の
支
部
（
解
散
分
）
の
ア
統
括
表
令
和
元
年
自
由
民

主
党
青
森
県
八
戸
市
第
六
支
部
の
項
中

「

「
を

に
訂
正
す
る
。
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33,366,224

33,762,224

17,843,224

17,843,224

15,523,000

15,919,000

6,799,273

6,874,689

15,523,000

15,919,000

197,663

197,663

148,360

157,596

1,119,923

1,119,923

1,465,946

1,475,182

555,878

622,058

4,777,449

4,777,449

4,777,449

3,184,541

1,592,908

5,333,327

5,399,507

津
島
淳
後
援
会

つ
し
ま
淳
新
春
の
集
い
（
む
つ
市
）

1,197,000

つ
し
ま
淳
新
春
の
集
い
（
青
森
市
）

7,083,000

津
島
淳
政
経
フ
ォ
－
ラ
ム

7,243,000

津
島
淳
後
援
会

つ
し
ま
淳
新
春
の
集
い
（
む
つ
市
）

1,593,000

つ
し
ま
淳
新
春
の
集
い
（
青
森
市
）

7,083,000

津
島
淳
政
経
フ
ォ
－
ラ
ム

7,243,000

500,000

500,000

500,000

500,000



」

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
⑴
政
党
の
支
部
（
解
散
分
）
に

「

を
加
え
る
。

」

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号
（
政
治
資
金
規
正
法
に

よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
令
和
元
年
分
⑴
政
党
の
支
部
の
ア
統
括
表
自
由
民
主
党
名
川

支
部
の
項
中

「

「

を

に
訂
正
す
る
。

」

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
令
和
元
年
分
⑴
政
党
の
支
部
の
ア
統
括
表
自
由
民
主
党
森
田

支
部
の
項
中

「

「

（ ）5 青 森 県 報 第262号令和３年１月25日 月曜日

500,000

500,000

令
和
元
年

ア
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

政
治
団
体
の
名
称
交

付
先
金
額
（
円
）

自
由
民
主
党
青
森
県
八
戸

市
第
六
支
部

自
由
民
主
党
青
森
県
第
二

選
挙
区
支
部

500,000

1,461,483

1,461,483

565,877

565,877

895,606

895,606

404,040

404,040

15,600

45,600

42

42

880,000

850,000

6

6

404,000

404,000

404,040

404,040

394,114

394,114

34,714

34,714

359,400

359,400

359,080

359,080

359,400

59,400

50

50

300,000



を

に
訂
正
す
る
。

」

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
令
和
元
年
分
⑴
政
党
の
支
部
の
エ
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与

さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
の
表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
訂
正
す
る
。

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
令
和
元
年
分
⑵
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
（
政
党
の
支
部
を

除
く
。
）
の
ア
統
括
表
津
島
淳
後
援
会
の
項
中

「

「
を

に
訂
正
す
る
。

（ ）6青 森 県 報 第262号令和３年１月25日 月曜日

359,080

359,080

359,080

359,080

自
由
民
主
党
名
川
支
部

自
由
民
主
党
青
森
県
三
戸

郡
第
二
支
部

200,000

自
由
民
主
党
青
森
県
第
二

選
挙
区
支
部

300,000
自
由
民
主
党
青
森
県
第
三

選
挙
区
支
部

350,000

自
民
党
青
森
県
支
部
連
合

会

30,000

自
由
民
主
党
名
川
支
部

自
由
民
主
党
青
森
県
三
戸

郡
第
二
支
部

200,000

自
由
民
主
党
青
森
県
第
二

選
挙
区
支
部

650,000

自
由
民
主
党
百
石
支
部

自
由
民
主
党
青
森
県
第
二

選
挙
区
支
部

650,000

自
由
民
主
党
横
浜
町
支
部
自
由
民
主
党
青
森
県
支
部

連
合
会

550,000

自
由
民
主
党
百
石
支
部

自
由
民
主
党
青
森
県
第
二

選
挙
区
支
部

650,000

自
由
民
主
党
森
田
支
部

自
由
民
主
党
青
森
県
第
三

選
挙
区
支
部

300,000

自
由
民
主
党
横
浜
町
支
部

自
由
民
主
党
青
森
県
上
北

郡
第
一
支
部

50,000

自
由
民
主
党
青
森
県
第
一

選
挙
区
支
部

500,000

自
由
民
主
党
六
ケ
所
村
支

部

自
由
民
主
党
青
森
県
上
北

郡
第
一
支
部

250,000

自
由
民
主
党
青
森
県
第
一

選
挙
区
支
部

250,000

自
由
民
主
党
六
ケ
所
村
支

部
自
由
民
主
党
青
森
県
第
一

選
挙
区
支
部

500,000

41,797,951

43,492,535

26,566,951

26,887,535

15,231,000

16,605,000

6,684,216

7,200,635

15,231,000

16,605,000

84,974

131,362

215,480

228,096

1,108,043

1,108,043

1,408,497

1,467,501



」

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
令
和
元
年
分
⑵
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
（
政
党
の
支
部
を

除
く
。
）
の
イ
事
業
収
入
の
内
訳
の
表
中

「

を
」

「

に
訂
正
す
る
。

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
令
和
元
年
分
⑷
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
ア
統
括
表
青
森
県
農

村
整
備
推
進
連
盟
の
項
中

「

「

を

に
訂
正
す
る
。

」

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
令
和
元
年
分
⑷
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
オ
そ
の
他
の
収
入
の

内
訳
の
表
中

「

を
」

「

に
訂
正
す
る
。

」

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号
（
政
治
資
金
規
正
法
に

よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

（ ）7 青 森 県 報 第262号令和３年１月25日 月曜日

160,090

617,505

5,115,197

5,115,197

337,200

337,200

3,215,903

3,215,903

1,562,094

1,562,094

432

432

5,275,719

5,733,134
津
島
淳
後
援
会
つ
し
ま
淳
新
年
互
礼
会

8,251,000

つ
し
ま
淳
第
４
回
政
経
フ
ォ
－
ラ
ム

6,980,000

津
島
淳
後
援
会

つ
し
ま
淳
新
年
互
礼
会

8,251,000

つ
し
ま
淳
第
４
回
政
経
フ
ォ
－
ラ
ム

6,980,000

つ
し
ま
淳
新
春
の
集
い

1,374,000

4,015,703

4,377,517

4,015,703

4,377,517

3,446,408

3,808,222

3,966,000

3,966,000

610,000

610,000

3,356,000

3,356,000

3,966,000

3,966,000

49,703

411,517

180,000

180,000

215,330

215,330

395,330

395,330

669,925

669,925

2,231,153

2,592,967

150,000

150,000

3,051,078

3,412,892

政
治
団
体
の
名
称
摘

要
金
額
（
円
）

税
理
士
に
よ
る
津
島
淳
後

援
会

青
森
県
税
理
士
政
治
連
盟

活
動
経
費
補
助
金

150,000

政
治
団
体
の
名
称
摘

要
金
額
（
円
）

青
森
県
農
村
整
備
推
進
連

盟
金
銭
以
外
の
も
の
に
よ
る

寄
附
相
当
分

320,760

税
理
士
に
よ
る
津
島
淳
後

援
会

青
森
県
税
理
士
政
治
連
盟

活
動
経
費
補
助
金

150,000



政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
⑴
政
党
の
支
部
（
解
散
分
）
の
ア
統
括
表
令
和
２
年
国
民
民

主
党
青
森
県
総
支
部
連
合
会
の
項
中

「

「
を

に
訂
正
す
る
。

」

」

（ ）8青 森 県 報 第262号令和３年１月25日 月曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円

60,333,161

60,333,162

37,734,827

37,734,827

22,598,334

22,598,335

58,319,393

58,319,393

2,892,000

2,892,000

1,910

1,910

980,000

980,000

580,000

580,000

400,000

400,000

980,000

980,000

18,716,000

18,716,000

10,334

10,335

18,800,761

18,800,761

263,131

263,131

1,037,499

1,037,499

2,128,563

2,128,563

22,229,954

22,229,954

1,597,442

1,597,442

1,400,000

1,400,000

7,835,013

7,835,013

3,452,800

3,452,800

4,382,213

4,382,213

7,240

7,240

25,249,744

25,249,744

36,089,439

36,089,439

12,100

12,100


